
 

■松戸市都市整備本部都市緑花担当部 みどりと花の課 

 

◆松戸みどりの市民憲章◆ 
私たちのまわりには、樹木、草花、水、土、空そしてさまざまな生きもの

から構成されるみどりが存在しています。私たちは、自身と輝かしい未来
を担う子どもたちの幸せのために、これまで育まれてきたみどりの財産を
分かち合い、守り育て、豊かにしていきます。そのために、市民・企業・行
政の三者が、それぞれの立場において、みどりのもたらす恵みに想いを
はせ、自覚と責任、対話と協働に基づいて行動します。    

１．松戸市民はみどりと暮らす豊かさを大切にします。 

１．千年来のみどりの声に耳を傾け、百年後のみどりを育てます。 

１．子どもたちの夢とあそびを受けとめるみどりをいっぱいにします。 
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